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雲南市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画書（概要版） 

令和５年３月 
計画策定の趣旨 

一般廃棄物処理基本計画の計画期間は、「ごみ処理基本計画策定指針（環境省）」では 10～15 年とさ

れており、既定計画はこれに沿って、平成 30 年度から令和 14 年度までの 15 年間を設定しました。 

この計画期間から５年が経過したこと、また、今後 10 年程度は雲南エネルギーセンター（以下「雲南

ＥＣ」という。）における可燃ごみ処理を継続する予定であることから、既定計画を引き継ぐ形で、計

画終期を令和 14 年度とし、既定計画経過後の残りの 10 年間に係る事項を盛り込むこととします。 

なお、現在雲南市、飯南町、奥出雲町がともに将来的なごみ処理に係る広域処理体制の構築に向け、

可燃ごみ及び不燃ごみに係る基本構想の策定を進め、これらが今後より具体化すること、また、令和４

年４月１日施行のプラスチック資源循環促進法により、プラスチック製品の設計から廃棄物処理にいた

るまで、あらゆる主体においてプラスチック資源の積極的な取組が求められるなど、計画の前提となる

条件に大きな変動がある場合には、今後、適宜見直しを行うものとします。 

 計画の期間 

 

 計画対象廃棄物 

 

液状のもの（生活排水）

固形状のもの（ごみ）

　産業廃棄物（事業活動に伴い生じるごみのうち、法令で定める20種類のごみ）

　一般廃棄物 （産業廃棄物以外のごみ）

生活雑排水（風呂や台所からの排水）

し尿（汲み取りし尿）及び浄化槽汚泥

　廃棄物〔占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったもの〕

* 放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。
　ただし、放射性物質汚染対処特別措置法の規定により、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に
　伴う原子力発電所事故由来放射性物質により汚染されたものは対象とする。

一般ごみ（家庭系ごみ、事業系ごみ）
（災害ごみを含む）

本計画において対象とする廃棄物

特別管理一般廃棄物　（組合のごみ処理過程で発生するものを除く）
(ＰＣＢ使用部品、埋立基準を超える焼却灰及び汚泥、集じん灰、感染性廃棄物)
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ごみ処理の現状と課題 

 現状 

本市の令和３年度ごみ総排出量は 9,840 トンです。１人１日当たりごみ排出量は 737.3 グラムで、全

国平均（令和２年度：900.8 グラム）及び島根県平均（令和２年度：945.6 グラム）いずれと比較しても

大幅に少ない結果となっています。しかしながら、全国平均が継続して減少傾向にあるなかで本市では

増加傾向です。 

既定計画では、令和９年度を数値目標年度として可燃ごみ排出量、リサイクル率、最終処分量に目標

値を定めています。現状、可燃ごみ排出量は増加傾向にあり、既定計画目標値の達成が難しい状況です。

リサイクル率は既定計画策定時よりも向上しているものの、既定計画目標値を達成するためには、さら

なる向上が求められます。 

      【ごみ排出量の実績】   【1 人１日当たりごみ排出量の推移】 

 

 

【既定計画排出抑制目標値と実績値】 

 

 

 既定計画目標値の達成状況 
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収集可燃ごみ既定計画目標値

直接搬入可燃ごみ既定計画目標値

項　目 単　位
既定計画策定時

（H28実績）
現状

（R3実績）
状　況

既定計画目標値
（R9）

達成状況

収集可燃ごみ1人1日当たり排出量 （ｇ/人・日） 408.8 420.3 ➚ 392.1 ✕

直接搬入可燃ごみ1日当たり排出量 （ｔ/日） 6.1 6.5 ➚ 5.8 ✕

リサイクル率 （％） 53.7 55.1 ➚ 58.9 △

最終処分量 （ｔ） 1,012 491 ➘ 890 〇
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 ごみの資源化・最終処分のまとめ 

令和３年度における本市のごみ総排出量は 9,840 トンであり、このうち、資源化量は 5,421 トン（Ｒ

ＤＦ製造量を除いた場合は 2,020 トン）、埋立処分量は 491 トン、リサイクル率は 55.1％（ＲＤＦ製造

量を除いた場合は 20.5％）、最終処分率は 5.0％となりました。 

 

注）1.資源化量、最終処分量は、各施設の品種別搬入・搬出年報を基に按分した計算値です。 

2.焼却等による減量化量＝排出量（9,840t）－資源化量(2,020t＋3,402t)－埋立処分量（491t） 

3.端数処理のため、合計が一致しない場合があります。 

 課題 

本市のごみ処理に関する今後の課題を以下の通り抽出しました。 

ごみの排出に関する課題 

 生活系可燃ごみに含まれる食品ロスの排出削減 

 可燃ごみに含まれる資源ごみやプラスチック類等の一層の分別徹底 

資源化に関する課題 

 小型電化製品やプラスチック製容器包装類、ペットボトル等の再生利用について検討 

 容器包装類以外のプラスチック類の分別回収、資源化について施設整備等を検討 

中間処理に関する課題 

 施設の集約化による処理の効率化 

 次期可燃ごみ広域処理施設が稼働するまでの間、雲南ＥＣを安全かつ安定的に使用 

最終処分に関する課題 

 現行施設の適正な管理と埋立物の減量による長寿命化 

 計画的な次期最終処分場の施設用地確保及び施設整備 

合計
(リサイクル率 (リサイクル率 (リサイクル率

不燃残渣

最終処分段階

(最終処分率 5.0%)

444ｔ
焼却残渣 47ｔ
ＲＤＦ不適物 0ｔ
埋立合計 491ｔ
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発生・排出段階 収集運搬段階 中間処理段階

9,832t
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3,360t
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2,020ｔ 3,402ｔ 5,421ｔ
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ごみ処理の目標 

 

目
標
値
設
定
方
針 

 ごみ処理の今後の課題の解決に向け、令和３年度に策定した「雲南圏域における次期可燃

ごみ広域処理施設整備基本構想（以下「可燃ごみ基本構想」という。）」における目標値

を採用します。 

 プラスチック資源循環促進法に基づき、将来的に適切なプラスチック分別が求められてい

ますが、仮にこの取組を行うとした場合のケースも含めて考慮し、計画目標年度である令

和14年度に３通りの目標値を設定します。 

 食べ残し等の削減、古紙やプラスチック類の分別などの項目を設定し、採用項目の多寡に

よって３つの取組ごとに難易度が異なる設定とします。 

 

 目標ケース①の排出削減、分別徹底については、今すぐに取組を始めることができます。

一方、ケース②、ケース③については、排出者にとって大きな変更となること、また、指

定袋等の準備、排出方法や収集運搬体制の構築、現在進める雲南圏域一般廃棄物（ごみ）

処理施設総合整備構想の具体化など、重要な要素が多数あることから、計画目標年度であ

る令和14年度に仮に取組を開始した場合の目標値としました。 

 なお、本市管内では、直接搬入ごみに個人商店からの搬入や農業資材等が混入しているこ

とから、生活系直接搬入ごみのうち可燃ごみと不燃ごみの３分の１を事業系ごみとして目

標値を設定しました。 

 

分別の変更を仮定した場合
・ おもちゃ等その他プラスチック類の分別

― ― 〇

分別徹底
・ 古紙類の分別徹底

〇 〇 〇

分別の変更を仮定した場合
・ ペットボトルの分別
・ プラスチック製容器包装類の分別

― 〇 〇

項　　目 ケース① ケース② ケース③

排出削減
・ 食べ残し、手付かず食品の排出削減

〇 〇 〇

 g/人･日

ケース①

 g/人･日

（ ） （ ）

ケース②

 g/人･日

（ ）

ケース② （ ）

 g/人･日

（ ） ケース①

 g/人･日

（ ）

 g/人･日
（ ）

 g/人･日

ケース③

 g/人･日

（ ） （ ）

 g/人･日

（ ）

資源ごみ移行目標量 排出削減目標量

合計

（令和14年度単純推計値）

4.8 30%
古紙類 分別徹底対象

16.1 16.0 g/人･日

資源ごみ移行
協力度

燃やせるごみ
協力度

排出削減

見込量 424.0 見込量

24.8 40%
61.9

14.6%

3.8% 3.8%

ペットボトル

2.6 90%
2.9 分別徹底対象

0.7% 64.5 g/人･日

g/人･日 2.7%
その他可燃ごみ

331.7

食べ残し・手付かず食品
70% 8.0

排出削減対象 11.4

その他不燃ごみ
6.1

58.6%

合計 36.1 g/人･日 （）は令和３年度組成調査による品目別の割合

分別変更対象

4.3 4.3 g/人･日

41.4% 41.4%

78.2%

くつ類・プラスチック類

10.4

（令和14年度単純推計値）

3.9 90%
その他プラスチック類

11.4

8.0 g/人･日

容器包装プラ 15.3%

ア 

イ 

エ 

オ 

ウ 
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注）端数処理のため、合計が一致しない場合があります。 
                                                                 

※ 家庭系ごみ ＝ 生活系ごみ － 生活系資源ごみ（機械処理前に回収された資源物を含む。） 

598.0 ｇ 617.6 ｇ 604.8 ｇ 577.4 ｇ 577.4 ｇ

420.3 ｇ 424.0 ｇ 411.2 ｇ 383.8 ｇ 383.8 ｇ

177.7 ｇ 193.6 ｇ 193.6 ｇ 193.6 ｇ 193.6 ｇ

100.0 ｇ 106.4 ｇ 106.4 ｇ 106.4 ｇ 102.5 ｇ

27.3 ｇ 28.0 ｇ 28.0 ｇ 28.0 ｇ 24.1 ｇ

10.4 ｇ 10.4 ｇ 10.4 ｇ 10.4 ｇ 6.5 ｇ

16.9 ｇ 17.6 ｇ 17.6 ｇ 17.6 ｇ 17.6 ｇ

72.7 ｇ 78.4 ｇ 78.4 ｇ 78.4 ｇ 78.4 ｇ

38.6 ｇ 35.2 ｇ 40.0 ｇ 67.4 ｇ 71.3 ｇ

38.0 ｇ 34.6 ｇ 39.4 ｇ 66.8 ｇ 70.7 ｇ

12.6 ｇ 12.0 ｇ 12.0 ｇ 12.0 ｇ 12.0 ｇ

25.4 ｇ 22.6 ｇ 27.4 ｇ 27.4 ｇ 27.4 ｇ

― ｇ ― ｇ ― ｇ 2.6 ｇ 2.6 ｇ

― ｇ ― ｇ ― ｇ 24.8 ｇ 24.8 ｇ

― ｇ ― ｇ ― ｇ ― ｇ 3.9 ｇ

0.6 ｇ 0.6 ｇ 0.6 ｇ 0.6 ｇ 0.6 ｇ

0.8 ｇ 0.2 ｇ 0.2 ｇ 0.2 ｇ 0.2 ｇ

737.3 ｇ 759.4 ｇ 751.4 ｇ 751.4 ｇ 751.4 ｇ

492.0 ｇ 505.0 ｇ 474.5 ｇ 447.1 ｇ 443.2 ｇ

自治体 R３
R14

単純推計 ケース① ケース② ケース③

雲南市

可燃ごみ排出原単位

その他ごみ排出原単位

ごみ総排出原単位

項　　目

収集可燃ごみ

家庭系ごみ排出原単位

直接搬入資源ごみ

不燃ごみ排出原単位

収集不燃ごみ

直接搬入不燃ごみ

資源ごみ排出原単位

収集資源ごみ

くつ・プラスチック類

その他（陶器・ガラス等）

ビン・缶

プラスチック製容器包装類

その他プラスチック類

直接搬入可燃ごみ

古紙・古着

ペットボトル

オ 

ア 
ア，イ，ウ，オ 

ア，イ，ウ，エ，オ 

排出抑制目標値は、令和 14 年度単純推計値を基
準とし、収集可燃ごみ及び収集不燃ごみ（くつ・プラ
スチック類）の削減、資源ごみの増加を図ります。 

単純推計値から 
手付かず食品・食べ残しを 8.0ｇ削減。 

古紙類を4.8ｇ分別し、可燃ごみから資源ごみへ。 

ケース①に加え、 
ペットボトルを 2.6ｇ、プラスチック製容器包装
類を 24.8ｇ分別し、可燃ごみから資源ごみへ。 

ケース②に加え、 
その他プラスチック類を 3.9ｇ分別し、不燃ごみ
から資源ごみへ。 

ケース③を含めた取組を仮に行った場合の 
家庭系ごみ排出量目標値（令和 14 年度） 

国の第四次循環型社会形成推進基本計画では、

家庭系ごみ排出量を令和７年度に約440ｇとする

目標値が示されており、50ｇ程度の排出削減ある

いは、分別徹底が求められます。 

本計画では、この指標をめざし３つの目標ケー

スを設定します。 

 家庭系ごみ排出量 

雲 南 市 492.0ｇ/人・日 

国の目標 440.0ｇ/人・日 
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ごみ処理計画 

 

 施策の体系 

 

 

 

安全・安心で快適なまち

ごみとなるものを「作らない、
売らない、買わない」を基本
に、行政、住民、事業者が協働
して積極的に取り組む。

基本方針

ごみの排出抑制 適正処理の推進再資源化の推進

基本目標

ごみを正しく分別・排出するこ
とを基本に、資源物の選別回収
や燃やせるごみの固形燃料化を
適切に行っていく。

処理方法等の統一化やサービス
の均一化を図ることを基本に、
適正な施策を進め、住民及び事
業者は、これを遵守していく。

生ごみ３キリ運動 

 
食材を使いキリ 

 
料理を食べキリ 

 
生ごみの水キリ 
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【てまえどり】 

 

 

 新たな分別方法の周知徹底 

(1) ごみ処理統合と分別区分の統一 

組合管内の可燃ごみは、処理システムの違いにより令和２年度以前まではエネセンエリア及びい

いしエリアにおいて異なる分別を行ってきました。これを、試行期間を経て令和３年度から雲南Ｅ

Ｃにおいて統合処理としたことにより、エネセンエリア及びいいしエリアが同じ分別方法となりま

した。 

 

(2) 分別区分統一後の現状（令和３年度） 

組合では、可燃ごみ基本構想の策定に伴い、令和３年５月に本市及び飯南町のごみ組成調査を実

施しました。その結果、分別方法の変更のあったいいしエリアにおいて、とくにくつ類・プラスチ

ック類の不適正排出割合が高く、分別変更が定着していない実態が推察されました。 

次期可燃ごみ広域処理施設が完成するまでは、雲南ＥＣでの可燃ごみ処理を継続します。分別区

分の周知、分別排出の徹底をについて重点的な啓発を行っていきます。 

【令和３年度収集不燃ごみ（くつ類・プラスチック類）組成調査結果】 

 

 

適正排出

96.7%

不適正排出

3.3%

容プラ(不燃)

16.8%

その他のプラ

43.5%

指定袋

0.8%

皮革類

・ゴム類

35.6%

容プラ(可燃) 2.0%
その他の紙類 0.1%

布類 0.1%
木・草 0.3%

ペットボトル 0.2%
金属類 0.1%

陶器・ガラス類 0.5%

雲南市

(４町)

適正排出

84.2%

不適正排出

15.8%

容プラ

(不燃)

33.3%

その他のプラ

38.0%

指定袋

1.3%

皮革類

・ゴム類

11.6%

容プラ(可燃)

9.4%

その他の紙類 0.9%

布類 0.3%

その他可燃 1.1%
ペットボトル 0.5%

金属類 2.2%

陶器・ガラス類 1.4%

雲南市

(吉田町・掛合町)

☑てまえどりとは…？ 

購入してすぐ食べるときは、商品棚の手前にある販売期限の早いもの

から積極的に選択し、消費する消費活動のこと。 

☑啓発物 

ポスター、スイングＰＯＰ、レールＰＯＰなどの啓発物は、食品ロス

に取り組む人なら島根県ホームページから誰でもダウンロード可能。 
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雲南ＥＣでは、当初の整備から 20 年が経過

した令和元年度から２年度にかけておよそ 10

年間の延命化を目標とする大規模改修工事を

行いました。また、これとは別に、毎年度機能

検査に基づく劣化更新工事を行っており、これ

らによって令和 13 年度頃までは現行施設の継

続使用が可能と想定していますが、この間、隣

接の奥出雲町との共同による調査・研究を加速

化させ、新たなごみ処理に係る広域施設整備を

推進するものとします。なお、新たな施設は策

定済みの可燃ごみ基本構想に沿って、令和 14

年度の供用開始を目標とします。 

施設整備計画 

 次期可燃ごみ広域処理施設整備基本構想 

 

※上記「可燃ごみ広域処理施設」の整備位置は確定したものではありません。イメージとして記載したものです。 

 次期不燃ごみ広域処理施設整備基本構想 

 

※上記「可燃ごみ広域処理施設」の整備位置は確定したものではありません。イメージとして記載したものです。 

 施設整備工程案 

  

奥出雲町

飯南町

雲南市

不燃ごみ
広域処理施設

＆
最終処分場

①処理経費の削減

施設の集約・整備

①解体工事による財政負担軽減
②直接搬入者の利便性確保

①解体工事による財政負担軽減
②直接搬入者の利便性確保

現有施設の活用

現有施設の活用

資源リサイクル施設

最終処分場

①解体工事による財政負担軽減
②直接搬入者の利便性確保

現有施設の活用

用地選定・合意

計画支援

施設整備 敷地造成 プラント工事 供用開始

最終処分場

計画支援

施設整備 実施設計 現地工事 供用開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度

区分

2020 2021 2022 2023 2024 2025

令和13 令和14 令和15

2032 2033

令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9

2026 2027 2028 2029 2030 2031

中間処理施設

令和10 令和11 令和12

令和14年度(2032年度）に施設の供用を

開始するためには、令和６年度から調査・

設計等に着手が必要。

よって、令和５年度内に用地決定。

調査・設計

アセス

許認可

令和６年度から調査・設計等に着手で

きれば、最短で令和11年度(2029年度）

に施設の供用を開始することが可能。

調査・設計

アセス 許認可

組合管内の将来的な不燃ごみ等の処理につ

いては、別途策定の可燃ごみ基本構想及び不燃

ごみ基本構想の内容に沿って進めることとし

ます。したがって、資源リサイクル施設および

最終処分場いずれも、可燃ごみ広域処理施設の

供用開始目標年度である令和 14 年度の供用開

始を目標としますが、最終処分場については、

用地決定後の施設整備に要する期間が他の施

設と異なり、整備項目が少ないことから、比較

的短期間で終了することが想定されます。 


